
療養者の状態や住居の状況に応じてご対応ください。

• 訪問前には、窓を開けるなど換気を行って
もらうよう連絡をする。

• 室内に持ち込む荷物は必要最低限にし、ビニール袋に入れて
おく。

• 玄関を開けたら、自分が入る前に、そのまま少し換気する。

• 換気後、玄関は10㎝ほど開けたまま、玄関にビニール袋を
置き、貴重品、物品などを置いて必要な防護具を装着する。
（健康観察のみの場合はマスク、手袋のみでよい）

• 部屋に入ったら、始めに換気を確認する。

• 患者及び家族に、マスクを着用してもらうよう求める。

• 換気が不十分、あるいは咳をする、痰を吸引するなどの場合
は扇風機を自分の背後に置き、風を流す。N95マスクと目

の保護のための防護、ガウンを着用する。

• 直接の身体的ケアや処置を行う場合は、ガウンと手袋を装着
し、目の保護を行う。使用後は、防護具等をビニール袋に入

れて封をし、手の消毒を行う。

• 食事介助や口腔ケア等でむせる場合は、マスクに加え目を保
護し、側面から介助する。

• 入浴介助を行う場合はマスクの他、目の保護を行う。湯気で
曇らないよう曇り止めなどを使用するなど工夫を行う。

• 帰宅前には玄関で必ず手の消毒（アルコール製剤）を行う。
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